
議会案第４号 

 

白河市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

白河市議会委員会条例（平成１７年白河市条例第１９１号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第２項中「平成２７年７月９日」を「平成２９年７月９日」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  平成２７年７月１７日提出 

 

理 由 

 議員の改選に伴い、特例期間の延長の改正が必要となったため、所要の改正を行

うものです。 


